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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年９月２９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（平成２２年１２月１８日 １０時００分ごろ～１１時３０分ごろの

間） 

発生場所 北海道石狩市浜益
はまます

漁港西方沖 

 浜益港北防波堤灯台から真方位２６８°５.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４３°３６.０′ 東経１４１°１５.４′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第六十六総幸
そうこう

丸、９.７トン 

 ＨＫ２－２１６８９（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.９７ｍ（Lr）×３.７７ｍ×１.２６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５４０kＷ（漁船法馬力数）、平成５年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成８年３月２２日 

  免許証交付日 平成１７年６月２１日 

         （平成２３年３月２１日まで有効） 

甲板員 男性 ３９歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２２年７月１５日 

  免許証交付日 平成２２年７月１５日 

         （平成２７年７月１４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長）、行方不明 １人（甲板員） 

 損傷 機関、航海計器等に濡損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、浜益漁港を出港して同港西方

沖約５.４Ｍに設置されたほたて貝養殖施設（以下「本件施設」という。）

においてほたて貝の垂下式養殖作業を行っていた。 

 船長は、平成２２年１２月１８日１０時００分ごろ、僚船Ａの船長に本

船のプロペラにほたて貝が入った丸籠を巻き込んだことを無線で伝え、自

力航行に支障がないので帰港後の除去作業を依頼し、その後、当日の揚網

予定について、携帯電話で船舶所有者と打合せを行った。 

 僚船Ａの船長は、本船が帰港しないので、１１時３０分ごろ及び１２時

００分過ぎごろに無線及び携帯電話で本船に呼び掛けたものの応答がない
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ことから不審に思い、本船の様子を確認するために本件施設へ向かったと

ころ、１３時００分ごろ、本件施設において、転覆状態の本船を発見し

た。 

 僚船Ａの船長は、漁業協同組合に連絡し、１３時０９分漁業協同組合が

１１８番通報を行い、僚船及び海上保安庁の巡視船等により船長及び甲板

員の捜索が開始された。 

 船長は、翌１９日０７時２６分ごろ、本船発見場所から南南西方４Ｍ付

近において、うつ伏せ状態で浮いているところを僚船Ｂに発見され、浜益

漁港へ搬送された。船長は、搬送された病院で死亡が確認され、死因は溺

水と検案された。また、甲板員は行方不明となった。 

 本船は、１４時３０分ごろ、転覆状態で僚船Ａ及び僚船Ｂにえい
．．

航され

て浜益漁港へ入港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 不明、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、水温 約９℃ 

 石狩市に風雪及び波浪注意報が発表されていた。 

 その他の事項  船長は、発見時、救命胴衣を着用していなかった。 

 船長は、本船に乗り組むようになって約１０年であり、甲板員は、約３

年であった。 

 本事故当日は、気象状況が良かったため、浜益漁港を基地としてほたて

貝養殖漁業に従事している漁船のほとんどが操業を行っていた。 

 本事故後、本件施設には、籠を揚げた形跡のある桁網とプロペラに巻き

込まれたものと見られる損傷した桁網が確認され、桁網に船体を接舷させ

る際に使用する漁具と切れたワイヤーが残されていた。また、本事故前に

船長と船舶所有者とが携帯電話で打合せを行い、打合せ以後に揚網予定と

していた桁網は、ほぼ手付かずの状態で確認され、ほたて貝が揚収された

形跡はなかった。 

 本船には、他船と衝突したと見られる痕跡はなく、揚網クレーンのブー

ムを最大限に伸ばした状態で右舷側に振り出し、プロペラ点検口窓に異常

はなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 本船は、浜益漁港西方沖の本件施設において操

業中、１０時００分ごろ、船長が僚船Ａの船長及

び船舶所有者と無線等で通信を行い、１１時３０

分ごろ、僚船Ａの船長が無線等で本船に通信した

ものの応答がなかったことから、この間におい

て、転覆したものと考えられるが、その状況を明

らかにすることはできなかった。 

 船長の死因は、溺水であった。 

 甲板員は、行方不明となった。 

原因  本事故は、本船が、浜益漁港西方沖の本件施設において操業中、転覆し

たことにより発生したものと考えられる。 

 




